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研究成果の概要（和文）：本研究では、医療ソーシャルワーカー（MSW）を対象に調査を行い、医療提供施設で
身寄りがない患者を支援する際にどのようなことに困難を感じているのかを把握しつつ、困難を乗り越えるため
の方法について検討した。
その結果、身寄りがない患者の支援といっても、本人の判断能力の程度や成年後見制度を利用しているかどうか
で、支援の困難性が異なっていることを実証することができた。さらに、困難感に影響を及ぼしている要因を統
計的に見出すことができた。加えて、MSWが身寄りのない患者を想定した地域連携ネットワーク構築を目指して
活動する際の阻害要因を明らかにすることができた。今後は、以上の内容を踏まえた対応策が必要である。

研究成果の概要（英文）：This study surveyed medical social worker (MSW) to understand the 
difficulties they face when supporting patients without familial or social support in healthcare 
facilities, and examined methods to overcome these difficulties.
As a result, it was demonstrated that the difficulty of providing support to patients without 
familial or social support varies depending on factors such as the patient's decision-making 
capacity and whether they are utilizing the adult guardianship system. Statistical analysis also 
identified factors influencing the sense of difficulty. In addition, obstacles faced by MSW when 
engaging in activities aimed at building regional cooperation networks for supporting patients 
without familial or social support were clarified. Moving forward, response measures based on these 
findings will be necessary.

研究分野： 医療福祉・ソーシャルワーク論
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研究成果の学術的意義や社会的意義
医療・介護現場では、身寄りがいないことで保証人が確保できない、または保証人の役割を果たす親族等がいな
いために、入院・入所先が制約されているといった困難に陥っている状況が生じている。病院・施設側が、保証
人不在を理由に受け入れを断ることがあるからである。
本研究によって、身寄りがない患者を支援する際に、病院側が感じている困難の実態と関連要因が明らかになっ
たことで、保証人不在者の入院・入所受け入れが制約されている現状を改善するための一助となる可能性があ
る。さらに、MSWが地域連携ネットワーク構築を目指して活動する際の阻害要因が明らかになったことで、ソー
シャルワーク理論発展への貢献が期待できる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
医療・介護現場では、身寄りがいない等の理由で、保証人が確保できない、または保証人の役

割を果たす親族等がいないために、入院・入所先が制約されているといった困難に陥っている状
況（以下、保証人問題）が生じている。病院・施設側が、保証人不在を理由に受け入れを断るこ
とがあるためである。この点については、成年後見センター・リーガルサポート（2013：14）が
全国の病院・施設等を対象に調査を行っている。「入院・入所（入居）契約にあたり、身元保証
人等が得られないとき、どのようにされていますか」と尋ねたところ、「入院・入所（入居）を
認めないとするものが、病院で 22.6％、施設等で 30.7％」という回答結果が得られたとしてい
る。 
病院・施設が保証人に求める役割は、多岐にわたっている現状がある。例えば、病院・施設側

が保証人に求める主な役割として、以下の 6点をあげることができる（林 2011：43-44）。「①医
的侵襲行為（検査、投薬、注射、手術等）の同意、②入院・入所費用の未収金に対する責任、③
身の回り支援（日用品の購入など）、④次の転院・転所先の確保、⑤葬儀や遺留金品処理、埋葬
といった死後対応、⑥緊急連絡先」である。 
つまり、身寄りのない人を受け入れるにあたって保証人を確保できれば、上記の①～⑥の役割

を保証人に依頼することで、病院・施設側は安心して受け入れできることとなる。しかし、保証
人不在となると、これらの内容について基本的に病院・施設側で対応せざるを得なくなる。難な
く対応できれば問題はないのかもしれないが、うまく対応できない場合には困難が生じること
となる。 
一方で、厚生労働省からは、2018 年 4 月 27 日に以下の通知が出されている。「入院に際し、

身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第 19 条
第 1 項に抵触する」。これは、保証人がいないことで、入院受け入れを断ってはいけないことを
示したものである。介護保険施設についても、2016 年 3 月 7 日の全国介護保険・高齢者保健福
祉担当課長会議資料の中で、「各施設の基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒
否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サ
ービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」と周知されている。しかし、こうした通知や
周知がなされたとしても、問題の本質的な解決にはつながらないのではないかと考える。病院・
施設側からすると、保証人不在者対応の際に困難が生じた際の有効な対応方法が示されていな
ければ、受け入れにあたっての不安は解消されないからである。 
さらに、病院・施設側の受け入れ姿勢・体制が不十分な中で、入院・入所できたとしても、患

者・入所者にとって望ましくない結果を招くことが懸念される。みずほ情報総研（2018：24）が
「介護施設等における身元保証人等に関する実態について」のヒアリング調査を行っている。そ
こでは、「利用者が自分で意思決定を行うことができなくなった場合に、利用者本人の代わりに
意思決定を行うことが身元引受人の役割である」、「身元引受人がいることは、利用者の人権保護
につながる」という結果を得ているからである。つながる鹿児島（2019：121）はこの結果を受
けて、次のように述べている。「介護施設も、『身寄り』のない人を連帯保証人なしで受け入れる
べきであるが、それが、本人を孤立した状態のままで施設に押し付ける形となるのでは、本人に
とっても幸せな結果とはならないであろう」。 
 以上の内容から、病院・施設が保証人不在者を受け入れた場合に、どのような困難が生じてい
るのかを踏まえつつ、こうした困難が生じた際の有効な対応方法を明らかにするような研究が
求められているといえる。こうした研究を行うことで、保証人不在者の入院・入所の受け入れ先
が制約されている現状改善につながるのではないかと考える。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、医療ソーシャルワーカー（MSW）を対象に調査を行い、医療提供施設における保
証人不在者対応の困難な実態を明らかにし、困難を乗り越えるための対応方法について検討す
ることを目的とする。本研究で想定している対応方法は、MSW による保証人不在者に対する地域
関係機関の支援ネットワーク（以下、地域連携ネットワーク）の構築であり、それに向けた地域
活動に焦点をあてる。一病院・施設だけではうまく対応できない部分を、MSW が地域活動を行う
ことによって、地域の関係機関がサポートしてくれるような支援ネットワークづくりや新たな
地域ケア資源の開発ができれば、保証人不在者の受け入れによって生じる困難やリスクが軽減
されるため、病院・施設が受け入れを断っている状況の改善につながる可能性がある。しかし、
MSW による地域活動があまり行われていない現状を踏まえると、まずは地域活動を阻害する要因
の特性と実践課題を解明することが重要になってくると考える。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、2 つの調査を実施した。なお、2 つ目の調査の記載内容については、林（2013）
がすでに公表されているため、拙論にもとづいたものであることをあらかじめお断りしておく。 
 1 つ目は、MSW が身寄りのない患者を支援する上での困難性や地域活動を行う上での阻害要因



を量的に明らかにするために、全国の病院に所属している MSW（3,000 人）を対象にした質問紙
調査である。日本医療ソーシャルワーカー協会会員（2021 年 3 月 1 日時点の会員数 5,598 人）
のうち、病院に所属している 3,000 人の MSW 会員を対象に調査を実施した。本調査では、病院に
勤務している MSW を想定していることから、会員名簿における所属先が病院になっている会員
を選択し、3,000 人を無作為抽出した。 
 質問項目は、厚生労働省から出されているガイドラインや先行研究で得られている知見にも
とづいて、①身寄りのない患者におけるソーシャルワーク支援の実態、②MSW による保証人問題
についての地域活動の実態と阻害要因に関わるものを中心に設定した（厚生労働省 2019；林 
2022；林 2023）。質問紙は無記名自記式とし、調査依頼文と合わせて、2023 年 1 月上旬にメー
ル便で送付した。加えて、質問紙には回答が任意である旨と回答データは厳重管理することを明
記した。回答期日は 2023 年 1 月 31 日までとした。なお、本調査は、日本福祉大学「人を対象と
する研究」に関する倫理審査の審査・承認を受けた上で行っている（承認番号：22-034）。加え
て，会員名簿の使用に関しては、日本医療ソーシャルワーカー協会の承認を得た上で使用してい
る（名簿使用承認第 22-2 号）。 調査で得られたデータは、単純集計した後、データ間の関連性
の有無を検証したり、従属変数に影響を及ぼしている要因を抽出したりするために、χ2 検定や
ロジスティック回帰分析を行った。なお、これらの分析の際には，SPSS Statistics Ver.29 を
使用した。 
2 つ目は、所属機関の枠を超えて保証人問題についての活動を行っている MSW10 人へのインタ

ビュー調査である。具体的には、職能団体の保証人問題に関わる委員会に所属していたり、同問
題について論文発表等を行っている MSW を対象とした。いずれの MSW も、それぞれの地域で保証
人不在者の入院・入所先が制約されていることや、退院支援に難渋するといったことを受けて、
こうした状況を改善することを目的に活動を行っていた。上記委員会では、保証人不在者が入
院・入所した場合の対応方法をまとめたマニュアルやガイドラインを作成したり、保証人不在者
の入院・入所先が制約されている状況を打開するための研修会を開催するといった活動を行っ
ていた。論文発表では、保証人不在者の退院支援をテーマにした論文や、保証人がいなくても入
院・入所できる地域を目指した取り組みをテーマにした論文を執筆し発表していた。本研究では、
地域活動に焦点をあてており、所属機関の枠を超えた活動を行っている MSW に聞き取りをする
ことで、幅広い経験にもとづいた豊富なコメントを得られやすいと考えたからである。 
 2021 年 1 月～2022 年 5月に、Zoom によるインタビュー調査を実施した。以下 3点の質問を中
心にした半構造化面接を行った。筆者が当時所属していた同朋大学の倫理委員会の審査・承認を
受けた上で実施している（承認番号：2020-02-3）。 
①保証人問題の解決に向けて、実践している地域活動があれば、その内容を教えてもらえないか。 
 さらに、地域の関係機関（行政、社会福祉協議会、地域包括支援センター、近隣の病院・施設） 
 とどのような話し合いがされているのか聞かせてもらえないか。 
②地域活動を実践していない場合には、地域の関係機関に対してどのような働きかけが必要だ 
と考えるのかを教えてもらえないか。 

③地域活動を行う上での阻害要因を、「個人レベル」「組織レベル」「社会レベル」（日本社会福祉 
士養成校協会 2017）ごとに教えてもらえないか。「個人レベル」は MSW 個人の力量、「組織レ 
ベル」は組織内での役割の理解や組織の姿勢など、「社会レベル」は社会的な評価や社会資源 
等の状況を指している。 
調査で得られたインタビューデータは、「質的データ分析」（佐藤 2008）を用いて分析した。

本分析法を選択した理由は、「それぞれの事例が持つ個別性・特殊性について丹念に記述しなが
ら、同時に他方で、『なぜ、そのようなパターンが見られるのか』という点について、説明を行
っていくことができる」（同上 2008：70）方法であり、本研究の目的に即した分析法であると
考えたからである。さらに、より現実に迫った知見を得るために、帰納的コーディングを行うこ
ととした。具体的には、「個人レベル」「組織レベル」「社会レベル」ごとに、「オープン・コー
ディング」を行った後に、より抽象的・概念的なコードを割り当てる「焦点的コーディング」を
行った（同上 2008：99-101）。その上で、保証人問題の解決に向けた地域活動を実践している
群（以下、地域活動あり群）と実践していない群（以下、地域活動なし群）ごとに「事例－コー
ド・マトリックス表」を作成し、それをもとに分析した。 
 
４．研究成果 
 本研究では、主に 2 つの成果を得ることができた。2 つ目の研究成果については、林（2013）
がすでに公表されているため、拙論にもとづいたものであることをあらかじめお断りしておく。 
 1 つ目の研究成果は、MSW が身寄りのない患者を支援するにあたっての困難性を明らかにし、
保証人問題を解決するための対処法略を示すことを目的に行った質問紙調査から得られた知見
である。調査結果からは、身寄りがない患者の支援といっても、本人の判断能力の程度や成年後
見制度を利用しているかどうかで、支援の困難性が異なっていることを実証することができた。
さらに、困難感に影響を及ぼしている有意な要因を見出すことができた。具体的には、地域の関
係機関の協力の得られやすいと感じている MSW ほど、身寄りのない患者を支援する際の困難感
が低位群であるという分析結果が得られた。アセスメント・プランニング力やガイドラインの活
用状況、他職種の協力の得られやすさ、院内マニュアルの有無といった要因が、困難感に影響を
及ぼしているだろうと考えていたが、これらは有意な要因ではなかった。地域連携ネットワーク



についても、こうしたネットワークが存在するだけでは、MSW の困難感に影響を及ぼさないとい
う結果であった。そのため、地域連携ネットワークを構築する際には、形だけのネットワークで
は意味がなく、「地域の関係機関の協力の得られやすさ」の向上につながるようなネットワーク
構築を目指す必要があると考える。 
さらに、支援上の困難感が高い MSW ほど、保証人代行団体（保証人代行サービスを有償で行っ

ている民間団体）の利用を優先的に検討しているのではないかという仮説を設定して、その仮説
を立証する結果を得ることができた。昨今こうした保証人代行団体が倒産したり、一部の団体で
不適切な対応がみられたりするため、大きな社会問題になっているにもかかわらず、このような
結果が出たことは、この問題の深刻さを裏付けるものだといえる。 
 2 つ目の研究成果は、インタビュー調査結果をもとに、MSW が保証人問題に関わる地域活動を
行う上での阻害要因の特性を示しつつ、阻害要因を克服するために必要な実践上の課題を整理
した図 1 である。これによって、従来の先行研究では示されていない保証人問題と密接に関わっ
ている阻害要因を確認することができた。さらに、地域活動実施の有無や所属地域、想定してい
る地域活動のタイプの違いによって、阻害要因の内容や重みづけが異なっていることが示され
た。一方で、〔上層部の理解が得られにくい職場環境〕と「社会レベル」の要因をより重く捉え
ている可能性が示唆された。今回得られた知見は、個々の MSW が地域活動を行ったり、職能団体
が MSW 対象の教育・研修プログラムを検討・開発する際の参考になるのではないかと思われる。 
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出所：林祐介「保証人問題についての地域活動を阻害する要因の特性と実践課題―医療ソーシャ  

ルワーカーの地域活動に焦点をあてて」『医療と福祉』56（2）,p.55,2023. 

　 図１　保証人問題についての地域活動を阻害する要因と実践課題

【保証人問題が密接に関わっている阻害要因（地域活動あり・なし群）】N=10

〔保証人代行団体で問題解決を目指す考え方〕5人
〔保証人不在者対応の知識や経験の不足〕3人
〔地域における保証人不在者対応の知識や経験の不足〕2人
〔保証人不在者対応についての院内マニュアルがないこと〕1人
〔保証人問題が社会問題として認識されづらいこと〕1人
〔保証人不在者の受け入れが評価される仕組みがないこと〕1人
〔保証人不在者を支援するにあたっての責任主体の曖昧さ〕1人

【地域活動あり群の阻害要因】N=5

「個人レベル」の要因
〔地域に目を向けられるような機会の不足〕3人
〔発信力の不足〕3人
〔地域活動の必要性を感じていないこと〕2人
〔病院外への視点の広がりがないこと〕2人
〔個別ケースの対応で手一杯〕2人
〔MSWとして対応しないといけないという認識不足〕1人
〔他職種と協働関係を構築する力の不足〕1人
〔他地域の取り組みから学ぶ力の不足〕1人
〔対外的な信頼が得られにくい立場〕1人
〔他機関に対する理解の不足〕1人
〔地域活動の方法論を学ぶ機会の不足〕1人

「組織レベル」の要因
〔上層部の理解が得られにくい職場環境〕5人
〔退院支援業務優先の職場環境〕2人
〔MSW同士の考え方や価値観の相違〕2人

「社会レベル」の要因
〔関係機関からの協力の得られにくさ〕2人
〔地域におけるMSWに対する評価の低さ〕2人
〔行政との関係構築の難しさ〕1人
〔思いを共有できるメンバーの不在〕1人
〔法曹関係者とのつながり形成の難しさ〕1人

【地域活動なし群の阻害要因】N=5

「個人レベル」の要因
〔個別ケースの対応で手一杯〕2人
〔地域活動をすることへの不安やハードル〕2人
〔他職種と協働関係を構築する力の不足〕1人
〔地域に目を向けられるような機会の不足〕1人
〔権利擁護的な視点の不足〕1人
〔MSWとして対応しないといけないという認識不足〕1人
〔制度活用の力量不足〕1人
〔院内業務優先の考え方〕1人
〔他機関に対する理解の不足〕1人
〔他地域の取り組みから学ぶ力の不足〕1人
〔発信力の不足〕1人
〔話の持って行き方が分からないこと〕1人
〔地域活動や保証人問題への関心の薄さ〕1人
〔地域を変えていくための発想の不足〕1人
〔地域活動の方法論を学ぶ機会の不足〕1人

「組織レベル」の要因
〔上層部の理解が得られにくい職場環境〕3人
〔組織内での問題解決方法の確立〕1人

「社会レベル」の要因
〔制度や社会資源の利用のしづらさ〕2人
〔点在する取り組みをつなぐものがないこと〕2人
〔地域のキーパーソンの不在〕2人
〔問題意識を共有できる場がないこと〕1人
〔地域におけるMSWに対する評価の低さ〕1人
〔思いを共有できるメンバーの不在〕1人
〔関係機関ごとでの制度・社会資源に関する考え方の
相違〕1人

〔ネットワークづくりのきっかけがないこと〕1人
〔関係機関からの協力の得られにくさ〕1人

【MSWが地域活動を行うにあたっての実践課題】

〇地域活動を行う際の不安・ハードルを乗り越えるための方法や具体的な展開方法の検討
〇地域活動を行う際の院内了承を得るための具体的な方法論とそれを学ぶ場の必要性
〇地域活動を開始するにあたっての働きかけ方の検討
〇想定している地域活動のタイプによって異なる阻害要因を踏まえた対応方法の検討
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